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1．証明発給の根拠

外国において我が国の在外公館が発給する証明は、外務省が行うべき行政事

務（外務省設置法第3条（外務省の任務)）を達成するため同設置法第4条11

号及び外務省組織令第13条第8号の規定（身分関係事項その他の事実につい

て内外の公の機関が発給した文書の内外にわたる証明に関すること）に基づき
証明事務を行うこととされている。これら各条に定められた外務省の任務･権限

を在外公館が遂行するに当たり必要と認めた場合に証明を発給するもので、そ

の種類は「領事官の徴収する手数料に関する政令第1条第1項に掲げられた証

明である。

○

2証明書の発給権者

証明書の発給権者は、公館長とし、公館長が任国に不在の場合は､外務省設置

法第9条第4項によって､､あらかじめ外務大臣が指定する職員がその事務を代

理することとなっているので代理する職員の名義で発給する。

S.外国文証明害の代理署名

次に掲げる外国文の証明のうち公館長が指定するものについては、公館長が

あらかじめ指定した職員に代理署名させることができる。

①国籍証明②署名又は印章の証明③職業証明、④翻訳証明

⑤出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明

⑥原産地証明、⑦B0号証明の内、証明形式が定められているもの。

指定された職員は,署名欄に代理署名し,署名の下段には代理署名者の氏名，

官職公館名を記載して，丸型館印を押す。

○
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【証明書発給権者の記載例】

（平成21年6月4日付往電領サ第66462号2．参照）

在外公館で取り扱う各種証明書における発行権者の記載については、以下の
●

とおり。

大使の場合・ ・ ・ ・ ・ ・ ・在XXX日本国大使館

特命全権大使○○○○

英語 EmbassyofJapaninXXXXX

AIIIbassadOr ○○○○○

(大使不在時）

臨時代理大使の場合・ ・ ・在XXX日本国大使館

臨時代理大使○○○○

英語 EInbassyofJapaninXXXXX

Charge(faffairesadinterm○○○○

総領事の場合． ． ・ ・ ・ ・在XXX日本国大使館

総領事○○○○

英語 Consulate-GeneralofJapaninXXXXX

Consul-General○○○○
○

(総領事不在時）

総領事代理の場合・ ・ ・ ・在XXX日本国総領事館

総領事代理○○○○

英語 Consulate-GeneralofJapaninXXXXX.

ActingConsul-General○○○○



0

4．外国文証明書に記載する日本人姓名のローマ字表記

令和元年10月25日付関係府省庁申合せにより、各府省庁が作成する公

用文等における日本人の姓名のローマ字表記については、原則「姓一名」の

順とすることとなり、令和2年1月1日から実施することとなったことを踏

まえ､在外公館が外国文で発給する証明書に記載する日本人の氏名について

も、発給権者を含め「姓一名」の順で作成する。

記載は､姓は全て大文字､名は頭文字のみ大文字とする(例:GAIMUTaro)｡

○
5．受付要領

申請者本人の出頭を求めることを原則とし、申請書に証明書の提出先や

使用目的等を記入させ、発給要件を満たしていることを確認する。

また、証明の対象となる我が国の官公署が発行した公文書であることを

確認して申請を受け付ける。

に従い、発給台帳に登録し運用する。

なお、発給台帳の保管期間は10年（文書管理規則別表(7条関係）参照）

○
6．証明の対象となる文書

下記の本邦機関より発行された文書で､発行日、発行機関名（発行者名）

及び公印又は署名の入ったものが対象となる。

○我が国の官公署が発行した公文書

○国公立病院及び赤十字病院、特殊法人、独立行政法人、学校教育法

第一条に該当する学校（幼稚園、小学校、中学校、高等学校《短期

期大学、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校）発行の

文書

注意:社団法人や財団法人等の法人の文書､専門学校や各種学校の文

書は対象とならない。



7．作成要領

（1）証明形式と保管要領

（イ）証明願と証明書が一体型となっている場合

（対象となる証明書：在留証明書、居住証明書、輸入陸揚証明書採

捕（加工）証明書）

申請人が提出する証明書に必要事項を記載の上､証明書を作成する。

証明書の写をとって控とし保管する。

○ (ロ）上記（イ）以外の証明書

証明書を作成後､証明書の写をとって控とし、申請書と証明書の写

をホッチキス留めして保管する。

保存期間

原則として，申請書，証明書の写及び根拠書類の保存期間3年。

未交付証明書の保存期間3年。

(2）

(イ）遺言の公証

原本の保存期間は原則として20年（公証人法施行規則27) 。

また、別途、 「遺言の公証」の受付帳簿を作成して保存する。

受付帳簿の保存期間50年

○
(ロ）国籍証明、身分事項証明、出生証明、婚姻要件具備証明、

婚姻証明、離婚証明、死亡証明、職業証明、翻訳証明、公印証明、

原産地証明、 日本品の外国輸入証明、 30号証明、遺骨証明

申請書、証明書の写及び根拠書類を保存する。保存期間3年。

(ハ）在留証明書

在留証明願の原本，証明書の写及び根拠書類を保存する。保存

期間3年。

(二）一般人の署名証明

申請書，署名した項(ページ)及び証明書の各写を保存する。保存期

間S年。



(ホ）印鑑登録

印鑑登録をした者が管轄区域内に居住している間､印鑑登録申請書

及び印鑑登録原票を保存する。

印鑑登録が抹消された場合、抹消の日より5年間、印鑑登録申請書

及び印鑑登録原票を保存する。

(ヘ）警察証明

申請書及び関係書類の写は公館にて保存する。

通常発給にかかる申請書の保存期間は1年、特別発給は3年。

○

(3)署名と公印

証明書には、日本文と外国文があり、日本文の場合は､発給権者の

官職氏名を記載の上､角型館長印を押印､外国文の場合には､官職、

氏名を記載の上、丸型館印を押印する。

(イ）日本文の署名及び押印方法

パソコン作成、タイプ印字､ゴム印、自署、いずれでも差し支え

ない。

角型館長印を用い署名の最後の一宇にかけて押印する。

(ロ）外国文の署名及び押印方法

署名は、原則として肉筆とする。

丸型館印を用い、署名の左側に押印する。

○

(ハ）割印及び契印

貼付形式の証明書は､貼付する書類の末尾の余白部分あるいは最

終ページの「とじしろ」部分をのり付けして貼り合わせ、そのとじ

目に角型館長印または丸型官印を用いて契印する。

(二）署名及び公印の現地関係当局への通報

必要に応じ､証明書に用いる署名及び公印を現地関係当局に通報

する。



（4）発給番号

4月1日より年度ごとに一連番号を付す。

(5)手数料

証明書の発給に際し、 「領事官の徴収する手数料に関する政令（昭和2

7年政令第74号)または船舶､船員関係法に定める手数料を徴収する。

手数料は、発給件数分を徴収する。

なお、外務省設置法第12条において｢特別の事情がある場合」の手数

料免除についての規定があるが、特別の事情があると判断される場合に

は本省経伺ありたい。因みに､過去に手数料免除となったケースとしては、

国または地方公共団体が公共事業のため買収する土地・家屋等の不動産

登記に関連して必要となった在留邦人の署名証明や在留証明、海外在住

の困窮邦人が日本に帰国するために必要な各種証明書､あるいは､航空機

事故に関連して発給する各種証明等である。本邦の政府関係機関より、直

接在外公館に手数料免除依頼があった場合にも本省経伺ありたい。

（その他､在留証明書の発給において手数料が免除となるケースについて

は8．参照）

○

S.証明書発給に際しての基本的留意点

（1）公文書そのもの自体への証明は印章証明及び翻訳証明のみである。

○
（2）証明書は、旅券のような返納命令の対象にはならないので、過誤によ

り発行した証明書を返還させることはできないこと及び損害賠償の対象

となりうることに留意しつつ慎重に作成する。

（3）現地職員に全てを任せることなく、少なくとも領事担当官は作成され

た証明書の発行日、署名、公印もれ、証明内容を確認する。

(4) 30号証明は、公文書により立証できる事実について任国及び申請者

の特殊事項を考盧して最終的に在外公館長が発給の可否を判断するもの

であるが､申請者の申し出を鵜呑みするすることなく発給の可否につき慎

重に判断ありたく、必要に応じ本省に経伺ありたい。

また、過去に本省の許可を得て､証明形式が定められているものについ

ては、 30号証明にて処理して差し支えない。



g.証明書の領事手数料の免除範囲

次の恩給又は年金の受給のための使用目的とする在留証明の場合には，

領事手数料を徴収しない。

ｰ

（1）恩給・ ・ ・ ・ ． ． ・ ・ ・ ・総務大臣裁定

（2）執行官年金・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ （同上）

（3）国会議員互助年金・ ・ ・ ・ （同上）

（注） （2）及び(S)については，現在は制度が廃止されており，従

前からの受給者のみ。平成27年8月現在受給権を有する海外居住者

はいない。

（4）戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金・ ・ ・厚生労働大臣裁定

（5）国民年金・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・同上

（6）厚生年金・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・厚生労働大臣

国家公務員共済組合連合会

各地方公務員共済組合

全国市町村職員共済組合連合会

日本私立学校振興・共済事業団裁定

（7）労働者災害補償保険年金・ ・ ・ ・労働基準監督署長裁定

（8）文化功労者年金・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・文部科学大臣裁定

○

なお，国民年金基金・企業年金（ 「○○厚生年金基金を含む」 ）につい

ては，公的年金制度の一部となっているが，加入は任意であり国庫負担がな

いことから，手数料免除の対象とならない。
○

（注1）総務大臣裁定の恩給について，国外に居住する受給権者は，毎年2

月頃に在留証明と共に受給権調査申立書を提出することとなってい

る。

また，恩給給与細則（昭和二十八年九月二十九日総理府令第六十七

号）の第五条及び第十三条で在留証明（条文では所管領事官の現住証

明）を指定しているため，現地公証人による居住している旨の私署証

書をもって在留証明に代えることはできない。

(参考1)国外居住者の恩給請求

第五条規則第六条又は第十三条ノ三の規定により扶助料請求書

又は傷病者遣族特別年金請求書を直接に裁定庁に差し出すべ



き場合においては，国外に居住する者は，所管領事官の現住

証明を受け， これを総務省に差し出すことを要する。

(参考2)国外に居住する受給者の受領代理人

第十三条国外に居住する受給者が，国内においてその者に代わ

って恩給の支給を受ける者（以下「受領代理人」という。 ）

を指名し，又はその受領代理人を変更しようとするときは，

恩給証書記号番号,受領代理人の氏名及び住所並びに当該

受領代理人により支給を受ける期間（一回の委任につき五

年を限度とする。 ）その他必要な事項を記載した委任届に

所管領事官の作成した現住証明書を添付して， これを総務

省に差し出すことを要する。

2受領代理人により恩給の支給を受けることをやめようとす

るときは，その旨を記載した届書を総務省に差し出すことを

要する。

○

(注2）厚生労働大臣が裁定した年金（老齢基礎金，障害基礎年金，遺族

基礎年金，老齢厚生年金，障害厚生年金，遺族厚生年金等）の受給権

者は，毎年誕生月に日本年金機構から生存確認のための現況届が送付

されるため，誕生月の末日までに誕生月末日から前6ヶ月以内に交付

された在留証明書を添付し， 日本年金機構へ提出することとなってい

る。

ただし， 日本年金機構においては，入院中の者や遠隔地に居住して

いる者等，やむを得ない事情により現況届に在留証明書の添付ができ

ない者に対しては，誕生月以降に交付された在留証明書も認める取扱

いをしている。

、その際，現況届自体の提出は，誕生月の末日までに行う必要がある

こどから，やむを得ず在留証明書を後日送付する場合は，その旨を記

載した文書を現況届に同封し，誕生月の末日までに日本年金機構に送

付するよう指導すること。

なお，詳しい内容については， 日本年金機構「ねんきんダイヤル」

〈電話番号十81-3-6700-1165）ヘ照会するように指導する。

○

(了）

。
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証明書発給申請書
ApplicationFormfbrCertificates

在 大使･総領事殿
申請日/DateofApplication 年/year 月/month 日/day
ー一－－ －

(姓Surname) (名GivenName)
ローーーマ

字表記
氏名

(名）(姓）FullName
漢字
表記

１
１
１
２

８
８

申請者

’
(大正･昭和･平成･令和

年 月
vear month

年）

日

dav

電話番号生年月日
DateofBirth

Applicant
Telephone

住所
■一一一一＝■■一一■■ーー一一■■■■一一一一ーー■■■■■■■■

Address

i(名氏名 (姓Sumame) GivenName)

FullName

C 申謂者と
同じ ’

代理人
住所Proxy □

一ー一一一ーーーｰー一一一ーー■■一一ー9口■■■■■

|議嚇’
電話番号

Telephone

Address Ｉ

今一. ﾛ

※代理申請の場合は申請者からの委任状が必要です※Toapplybyproxy,apowerofattorneymustbeattached.

■申請する証明書の名称 Typeofcertiiicatestoapply
一b 牌

、
証明書の名称

Typeofcertificates Quantity

身分上の事項に関する証明

~~~~~預驍調澪墳~~~~~~~~~~
IFamilyRegister （
鰭砺婁祥真循~~~~~~~~~~
ISingle （

Total

ｅｇａ

産
ｈ
ｌ
ｉ
獅
吋

田
恥

－
１
１
１
１
１
１

『
ｊ
一
１

一
通
通

｜離婚
（ 通)IDivorce
~~~~~~~~~~~院芒~~~．
（ 通)IDeath

■ ｊ
－
ｊ

逗
通

く
一
Ｉ 通

□
■■■ L 通

各公館毎に発給件数の多い証明種類を記載して下さい。
~－ ■■

□
通

C その他の証明
Others

Total

■

（ 通） 通
司 云 訂一一一一一一

■提出先及び申請理由 DestinationtoSubmit/ReasonfbrApplication

提出先
Destinationto

Submit
一

請理由
Reasonfbr

Application

※証明書は,その発行から長い期間が経過すると,提出先によっては証明書の効力が失われてしまう場合がありますので,できるだけ
早く受け取りを行うようお願いします｡また,お引き取りのない証明書(提出された関係書類の原本を含む)は,3年間の保管期間が経
過した後,廃棄されますので御承知おき下さい6

※PleasenotethatthecertifIcateaswellasOriginaldocumentssubmittedwillbedisposedifitwillnotbereceivedfbr
threeyears･Pleasepickitupassoonaspossible.

私は上記の留意事項に同意のうえ,証明書を申請します。
Iagreetheabovenoticeandapplyfbrcertificates.

申請者署名/SignatureofApplicant
－

8■■■■■■■■1■■■■ﾛ■■■■■■■■■■■ﾛ■■－■■■■■■■■U■■■■ﾛ■■■■■I■ﾛ■■■■0■■■■■■I■一一ーー』■■■■■■■＝l■■■ロ■■■－1■■■ーーl■■■ー－1■ー＝一日■■■ '■■■8■■■ I■■■■Ⅱ■■ーl■■■■■■■－1

※在外公館記入欄officialuseonly

’
｜－交付年月日I I

’ ’ | ’ ’ 証第



【裏面または別紙例】
■出生証明BirthCertincate

全てローマ字で記入して下さい

出生地(PlaceofBirth) 本籍地(Domicile) 父(Father) 母(Mother)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■－

戸籍膳(抄)本の発行日①ateoflssue)戸籍謄(抄)本の発行元<Placeoflssue)

℃

○

○



遺言の公証（2号）

○

○

内 容 公正証書（民法第969条）によるものと，秘密証書（民法第970条）

によるものと2種類ある。これらはいづれも民法第984条に基づく。

使用目的 遺言を正しく執行するため。

条 件 （1）本人が公館へ出頭して申請する。代理申請は認められない。

（2）旅券の提示を原則とし，戸籍謄本等確実な文書により本人であるこ

とを立証するもの（公証人法第28条第2項参照） 。

（3）証人は2名以上を要し（民法第969条および第970条参照）

証言能力ある者であれば外国人でもよい。

，

必要書類 遺言者及び証人が本人であることを証明する公文書。

例えば，旅券，写真付現地当局発行の身分証明書等。

形 式 全て日本文による証明書。領事官自ら公証する。

注意事項 (注1）遺言の方式は，わが国の民法によっても当該国の法令によって

もわが国では有効である（法例第27条及び遺言の方式の準拠法に

関する法律第2条参照） ロ

(注2） わが国の遺言は厳格な方式を要求されるものであるから慎重に

作成する。公証の最後に自署のうえなつ印（公印）する者は，領事

官（公館長）である。

(注3） 民法第960条および第967～984条参照の事。

(注4）証人又は立会人の欠格（民法第974条参照）に注意

(注5）遺言できる法律行為は次の各法律である。

｡

民法第41条②’第781条②’第893条および第894条②，

第903条③’第964条，第839条，第848条

第897条，第902条，第908条，第914条

第1006条，第1034条但書，第1022条

信託法第2条。

◎

,

，

(注6）遺言者の口述を筆記して，証書そのものの作成は領事事務担当

宮でよい。



遣 の公証
一

一
一

口

_L_"

（1）遺言の定義

遺言とは，人が自己の最終的意思として，死後の効力を生じさせるため，財産．身

分に関する法律的行為について行う意思を表したものである。

（2）遺言の形式

遺言は人の重要な身分事項・財産に関するものでありとしかも，その効力・内容に

争いが生じた場合，作成者に確認することができないものであるから，民法により一

． 定の厳格な方式を要求され， この方式によらなければ法律上有効なものと認められな

い。従って，公館においても慎重な取り扱いを要する。

民法が定める遺言の方式には， 自筆証書遺言，公正証書遺言，秘密証書遺言の3種

類がある（民967）が， このうち在外公館が取り扱うのは公正証書遺言，秘密証書

遺言の2種類である（これらについては，公証人が公証を行う必要があり，在留邦人

については，領事が公証人の職務を行う（民984） ） 。

（注1） 自筆証書遺言は，作者が遺言の全文， 日付，氏名の全部を自書し，捺印した

もの（民968）で，公証は不要である（ただし，遺言書に他人が書いた部分

や印刷部分があると効力を認められない） 。

（注2）在留邦人の遺言の方式は，遺言地，遺言の成立又は死亡の当時住所又は常居

所を有した地の法律によることも認められる（遺言の方式の準拠法に関する法

律2） 。

（3）遺言の公証の内容

公正証書遺言においては，遺言書の内容自体を，秘密証書遺言においては，遺言者

が遺言書を入れた封書であること申述したことを証明するもの。日本文による（公証

人法27） 。

（4） 手数料

第2号の領事手数料を徴収。

（5）公正証書遺言と秘密証書遣言の相違

イ．後述のとおり，公正証書遺言をする場合，遺言者は公館長及び立会人の面前で遺

言を口述しなければならない。これに対して，秘密証書遺言においては，遺言者が

あらかじめ遺言書を封書に入れて公館長及び立会人の面前に提出するもので，遺言

の内容を秘密にしておくことができる。

ロ．公正証書遺言の場合，遣言書自体が公正証書であるのに対し，秘密遺言証書では

封書上の記載のみが公正証書であって，遺言書自体には公証の効果は及ばない〈公

正証書遺言は，遺言者が死亡したとき家庭裁判所の検認を要しない） 。

ハ．公正証書遺言は遺言者が自署できなくてもよい（この場合，公館長が代署する）

○

ノ

○

1



ー

今

が，秘密証書遺言では遺言者の署名を要するので自署できない者は秘密証書による

遺言はできない。

2．遺言の

（1）遺言者

満15歳以上で遺言をする能力（正常な判断力）を有する日本人であること。本人

が公館に出頭すること（民961， 963， 973） 。

（2）証人2名が公館での手続に立会うこと（民969の1， 970） 。

（注）証人は日本語が理解できれば外国人でもよい。

推定相続人（家族）等，証人となれない者があるので注意する（証人の欠格事

由） （民974） 。また，当該事務を取り扱う在外公館員（家族）等は証人と

なれない。

（3）遺言により行うことのできる法律行為は次のとおり。

①財団法人設立のための寄付行為（民41②）

②非嫡出子の認知（民781②）

③相続人の廃除及び廃除の取消（民893， 894②）

④特別受益者の相続分に関する意思表示（民903@)

⑤遺贈（民964）

⑥後見人の指定および後見監督人の指定（民839，民848）

⑦祖先の祭祀主宰者の指定（民897）

⑧相続分の指定及びその指定の委託（民902）

⑨遺産分割の方法の指定及びその指定の委託（民908）

⑩遺産分割の制限（民908）

⑪共同相続人間の担保責任の変更（民914）

⑫遺言執行者の指定及び指定の委託（民1006）

⑬遺贈減殺方法の指定（民1034但書）

⑭遺言の取消（民1022）

⑮信託の設定（信託法2）

（注1） これ以外の内容の記載があっても，法律上効力が生じないというだけで，遺

言全体が無効となるものではないが，在外公館における遺言公証の取り扱いは，

上記2． （3）の民法等に規定された遺言できる事項に限られるので，必要に

応じて本省経伺とする。

（注2）⑫に関し，無能力者（未成年者，禁治産者） ，破産者は遺言執行者となれな

、 いが，受遣者（遺言により遺贈を受ける者）が遺言執行者となるのは差し支え

ない（民1009） 。

（注3）在外公館の遺言公正証書は，本邦で使用されることが前提であり， 日本文で

作成する。従って，相続関係者が，現地語に翻訳されたものを要請する場合に

○

○
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一

一

は，現地公証人にて遺言公正証書を作成する様指導する。

（参考）迭一図

第27条【遺言】①遺言ノ成立及上効カハ其成立ノ当時二於ケル遺言者ノ本国法二依ル

②遺言ノ取消ハ其当時二於ケル遺言者ノ本国法二依ル

遺言の方式の準拠法に関する法'： （昭和3 法1 0）

第2条 【準拠法】遺言は，その方式が次に掲げる法律の一に適合するときは，方式に関

し有効とする。

1行為地法

2遺言者が遺言の成立又は死亡の当時国籍を有した国の法律

3遺言者が遺言の成立又は死亡の当時住所を有した地の法律

4遺言者が遺言の成立又は死亡の当時常居所を有した地の法律

5不動産に関する遺言について，その不動産の所在地法

○

_辿週一通

（1） 公正証書遺言（民9 公証人法28

①遺言者，証人につき旅券，写真付身分証明書の提示（写提出）又は印鑑証明書の

提出等により身元を確認する。

②遺言者に，公館長に対して遺言である旨を口授させる。

③公館長は，遺言者の口述を筆記し，遺言者及び証人に読み聞かせる。

（注）遺言者の口述の筆記自体を公館長が行う必要はなく，適宜領事事務担当官に

行わせることができる。

④遺言者，証人の住所，職業，氏名，生年月日欄及び遺言者が人違いでないことを

確認した書類について所要の記入をする。

⑤遺言者及び証人から筆記の正確なことの承認を求め，その旨記載した上，各自に

署名押印させる。

（注1）遺言者が署名できない場合，公館長がその理由（例：無筆のため）を付記

して代署し，遺言者に押印させる（民969） 。．

（注2）遺言者及び証人が押印する印鑑は，登録印鑑（実印）でなくてもよい。

（注3）遺言者及び証人に印鑑の持ち合わせがなく，印鑑の作成，本邦からの取り

寄せが困難である場合等真にやむを得ない場合は押印に代えて栂印を認め

てもよい。

⑥最後に民法969条第4号に掲げる方式に従って作成したものである旨の公証文

その他必要事項（証明番号は証明書発給台帳にて確認）を記入した上，公館長が署

名し，角型館長印を押す。

⑦この証書を3通（原本，正本及び謄本）作成する。

i .原本……公館保存

ii .正本……正本である旨を記載し，遺言者に手交する。

○
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iii.謄本……謄本である旨を記載し，証人のうちに遺言執行者に指定された者がある

場合はその者に，他の場合は遺言者に手交する。

（注） 正本・謄本を請求できる者の制限に注意（公証人法47, 51) ｡

⑧手数料は,原本,正本,謄本を取り纏めて一件として第2号の領事手数料を徴収。

⑨証明書発給台帳に記入する。

⑩原本の保存期間は原則として20年（公証人法施行規則27）遺言の公証につい

ては別途帳簿を作成して保存する。帳簿の保存期間50年。

2）皇秘密証書遺言（民970_L公証人法28@)

①遺言者，証人につき旅券，写真付身分証明書の提示及び写提出又は印鑑証明書の

提出等により身元を確認する。

②遺言者に，公館長及び証人の前に封印した遺言書を提出させる。

（注）原則として封書に所定の記載をするので，大型の封筒を用いるように指導す

る。

③遺言者に，公館長及び証人に対し， 自己の遺言書である旨とその筆者の氏名住所

を申述させる。

（注） この際，封書の中の遺言書に遺言者の署名押印があること，封書に遺言書に

押印したと同一の印鑑で封印したことを確認する。

④封書に③の旨を記載し，遺言者，証人の住所，職業，氏名，生年月日欄及び遺言

者が人違いでないことを確認した書類について所要の記載をする。

⑤証書の記載事項を読み聞かせ又は閲覧させてその承認を得た上，遺言者，証人に

署名押印させる ．

（注）遺言者の押印は遺言書の押印，封書の封印と同一の印鑑を用いる。従って，

栂印を用いることは認めない。

⑥最後にその他必要事項（証明番号は証明書発給台帳で確認）を記入した上，公館

長が署名し，角型館長印を押す。

（注）封筒にこれらの記載をする余白がない場合は，別紙に所定の記載をしてこれ

を封筒に貼付した上，担当官，遺言者，証人全員が契印する。

⑦証書の写をとり，証書（封書）は遺言者に手交する。

（注）秘密証書遺言の場合，正本・謄本はない。

⑧手数料は，第2号の領事手数料を徴収する。

⑨証明書発給台帳に記入する。

⑩写の保存期間は特に定めはないが，最低3年間保存する。別途帳簿を作成して，

遺言者氏名，提出年月日，証明（公証）日付番号等を記載の上，秘密遺言証書の封

書の公証を記帳して置く。帳簿の保存期間50年。

（なお，証書（封書）の写しを帳簿に綴り込んで置くと良い。 ）

○

○
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秘密遺言証書の書式例

秘密遺言証書

遺言者Aは本日本職および証人B,証人Cの面前に本封書を提出し，この封書は自己の遺言

書であって自己が筆記したものであることを申述した。

住 所

職 業

潰言者 氏名

年 月 日生

により人違いでないことを証明させた。－上記に印鑑証明書の提出

住

職

(又は旅券の提示）

所

業
○

証 人 B氏名

年 月 日生

住
職

所
業

証 人 C氏名

年 月 日生

遺言者および証人下記に署名押印する。

遺言者

証 人

証 人

本職下記に署名押印する。

平成 年 月 日 在･･……･…総領事館において

（所在地）

証第 号 在

(A自署）

(B自署）

(C自署）

③
③
③

○

総領事

氏名（自署） (公印）

(手数料 ）



〔遺言の公証〕

遺言公正証書の書式例

遣言公正証書

本職は遺言者Aの属託により証人B,証人Cの立会のもとに下記の遺言者の口授を筆記して

この証書を作成する。

1．私は．｡………………．．…………･……・

’．……………………………･…･………・

I.私は遺言の執行者として下記の者を指定しますb

住 所

職 業

遺言執行者 氏名

年 月 日生

1．最後に私は……侭の亡き後長男は母をいたわりながら家業にはげむよう祈っている）こ

とを申しそえま-すも 以上

住 所

職 業

遣言者 氏名

年 月 日生

上記に印鑑証明書の提出（又は旅券，又は…･･･発行の運転免許証）により人違いでないこと

○

を証明させた。

住 所

職 業

証 人 B

年 月 日生

． 証 人 C

年 月 日生

上記遺言者および証人に読み聞かせたところ，各自この筆記の正確なことを承認し，遺言者

は（何々）のため署名することができないので本職遺言者に代って署名し遺言者これに押印し，
○

証人は各自下記に署名押印する。

遺言者 （代署） ③
証 人 (B自署） ③
証 人 (C自署） ③

この証書は平成年 月 日….．…･…において，民法第969条第1号ないし第4号の方

式にしたがって作成し，同条第5号および同条第984条にもとづき本職下記に署名押印する。

（所在地）

証第 号 在 総領事

氏名（自署） （公印）

(手数料 ）
ｰ



’

国籍証明（19号）

○

○

内 容 申請人が日本国籍を有していることを証明するもの。すべて外国の官憲

等あて。

使用目的 現地の官憲等に対し，旅券以外で国籍を証明する文書を提示（提出）す

る必要がある場合。

条 件 （1）申請人は日本国籍を有する者に限る。外国籍との重国籍者でもよい。

（2）本証明書以外に旅券等，国籍を証明する文書を所持しない又は旅券

以外の証明書が要求される等のやむを得ない事由があること（注1） （注

2） ロ

（3）申請人本人が出頭して申請すること｡｢代理申請は認めない

必要書類 （1）申請人が本人であることを証明する公文書（日本国旅券，写真付現

地官憲発行の身分証明書等）

（2）発行から6ヶ月以内の戸籍謄（抄）本

（3）現地滞在資格が分かるもの（査証，滞在許可証等）

（4）確認書

．

形 式 外国文による証明（注3）

注意事項 (注1）国籍立証のためには，所持する旅券を提示すれば十分であり， こ

の証明書が旅券に代わる渡航文書と誤解されるおそれもあるので，旅券

と別に国籍を証明する文書を発給することは，原則として差し控えるべ

きであるから， この証明書が必要な理由，使用目的，提出先，現地の状

況（旅券が現地語でないため，現地官憲の理解を得られない等）等を併

せ検討の上，真にやむを得ないと認められる場合に限り，発給する。

(注2）多くの場合，関係当局に対する便宜供与依頼の書簡(領事レター）

で済むので，提出先の当局へ照会する等して，可能な限り領事レターに

より処理する。ただし，国籍証明に代える本領事レターは用済み後，可

能な限り回収する。また，旅券所持証明で処理できる場合もあるので，

参照のこと。

(注3）証明書の下段に使用目的，有効期限を付記する。



国籍証．明

L＝慨一説

（1）証明の内容

申請人が日本国籍を有していることを証明するもの。すべて外国の関係機関あてで，

外国文で発給する。

（2）使用目的

任国の当局等に対し，やむを得ない事情により旅券の代わりに国籍を証明する文書

を提示（提出）する必要がある場合に使用される。

（注） 国籍立証のためには，所持する旅券を提示すれば十分であり， この証明書

は旅券に代わる渡航文書と誤解されるおそれもあるので，旅券と別に国籍を証明

する文書を発給することは，原則として差し控えるべきであるから，この証明書

が必要な理由，使用目的，提出先，現地の状況（旅券が現地語でないため，現地

官憲の理解を得られない等）等を併せ検討の上，真にやむを得ないと認められる

場合に限り発給する。

（3）手数料

証明書1通毎に第19号の領事手数料徴収。

（4） 日本国籍を有しない旨の証明

日本国籍を有しない旨の証明書発給はできないが，特別の事情があると認められる

場合は，申請人から申請理由，提出先，その他申請人の事情を聴取し， これらの事項

と共に意見を付して本省の判断を仰ぐこと。

○

2．発給条件

（1） 申請人は日本国籍を有する者に限る。ただし，外国籍との重国籍者も取り扱うこと

ができる。

（注1） 自己志望により外国国籍を取得したときは， 日本国籍を失うので（国籍

法第11条） ，外国国籍取得の有無の確認が必要である。例えば，本人が日本国

籍の喪失を意識することなく外国国籍の取得申請書に署名して当該国の国籍を取

得した場合においても日本国籍を失うが，それと知らずに未だ日本国籍者又は日

本と当該国との二重国籍者であると思い込んでいる場合があり，十分確認を要す

る。

（注2） 日本国籍の有無を十分に確認せず，安易に日本国籍を有しない者に対し

て証明書を発給したため，申請人が後日，逆にこれを証拠として日本国籍を主張

する等の問題につながり得るので慎重に取り扱うこと。

（2）本人が公館に出頭して申請すること。

（注）代理申請は認めない。

○

1



旦竺必要書類

（注）文書については，すべて原本の提出又は原本の提示及び写の提出を受ける（公

館において写を作成してもよい） 。

（1）本人であることを確認できる公文書（日本国旅券，又は日本国旅券を所持しない場

合は現地官憲当局発行の顔写真付き身分証明書等）

（2）発行から6ケ月以内の戸籍謄（抄）本．

（3）現地滞在資格が分かるもの（査証，滞在許可証等）

（注）滞在地以外の外国籍を取得している場合もあるので，本人の渡航歴，身分歴等

を聴取するなどして， 自己志望により外国籍を取得していないことを確認する。

（4）確認書（別紙参照）

（注1）提出された書類だけでは申請時に本人が日本国籍を有していることを確実に

確認することは困難であるため，念のため提出させるもの。

． （注2）確認書上に記載のある「法律上の不利益」とは；刑法第157条第1項（公

正証書原本不実記載等）が該当する他，虚偽の申請により発行された国籍証明を使用

することにより，現地法令等によって本人が不利益を受ける可能性がある。

【刑法第157条第1項】 公務員に対し虚偽の申立てをして，登記簿，戸籍簿その他の

権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ，又は権利若しくは義務に

関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記載をさせた者は， 5年以下

の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

○

4二作成_要領

申請人に使用目的，提出先等を記入した申請書を提出させる。

必要書類を提出させる。

申請人が本人であるか否かを旅券等の公文書で確認する。

根拠文書をもとに証明書に必要事項を記入する。

(注1）二重国籍者で日本国旅券を有しない者の場合，旅券番号欄は削除する。

(注2）本籍欄は都道府県のみでよい。

(注3）有効期限の明記及び使用目的の限定。

証明書の下段に但書として，最大6ヶ月を限度として使用目的に必要な

有効期限及び使用目的を付記する。

英文例は次のとおり。

Thiscertificateisvaliduntil……..20…..andforthepurpose

of…………only.

証明書にその他の必要事項（証明番号は証明書発給台帳にて確認）を記入の上，公

館長又は担当官（代理署名の指定を受け本省に報告済みの者）が署名し，その下に

官職氏名を記入して，丸型館印を押す（青又は黒スタンプインキ使用） 。

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

ｌ
２
３
４

く
く
く
く

○

(5）
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完成した証明書の写をとる。

証明手数料は第19号の領事手数料を徴収する。

証明書発給台帳，申請書の在外公館記入欄に必要事項を記入する。

申請書証明書の写及び根拠書類（写）は公館にて保存する。保存期間3年。

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

６
７
８
９

く
く
く
く

○

○

／
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別紙

0

確認
圭
冒

私 （ 年 月 日生）は，出生時又は

最後に日本国籍を取得した時から現在までに， 自己の志望によって外国の国籍
を取得したことはなく，また， 日本国籍を離脱したこともありません｡

○

や

年 月 日

署名

○

~

※本確認書に虚偽の記載をした場合，法律上の不利益を受ける可能性があります。



(仏語）国籍証明（19号）

CERTIFICATDENAmONAnTE

Nom:

Prenom:

Dateaenaissance:
C

Sexe:

Domicilelegal:

No.depasseport:

○
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○
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(西語国籍証明（19号）

肌

CERTIFICADODENACIONALDAD

ApellidoS:

NombIe:

Fechadenacimienm:

SeXo:

Mdepasaporte:

Domiciliopemlanente:

ダ

角

○
LAEMBAJADADELJAPONENESPANA

CERrmlCA

Quelapersona'arribaindicadaesdenacionalidadjaponesa.
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今＝｡●の ＝●＝●｡

の●

0

○

●･･＝－－｡●●●●●●●●●｡●■◆●

Estecertificadoesvalidohasta……de….….,20…..,valesolopara….….………

）(Derecl'os:



Cert.No.

CERnFICATE

Surame:

Givenname:

DateofBirth:

Sex:

PassportNumber:

Domicile:

○

ThisiStocertifj/thattheabovepersonisofJapanesenationality.

｡。＝･ﾛ ‘－－－－．．－－－－一一・口･･一一一一ｺ 一一一一一一一・・－－－－－．､一一一－－．､－－－－－．．.ローー.‐
ｰ
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〆
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ｌ
ｌ
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１

１
ｊ

、

ノ

、

、

、
〆

〃

、

、

〃

、

ｆ
ｌ

Ｊ

ｊ
ｊ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｔ
、

○
←

'

／

〆、

〆~

､ 一
一

一一 一一一一

Thisce耐ficateisvandumil .…………20……,andfbrthepuIposeof……………only.

(Fee: ）



在留証明(2o号）

へ

○

、

○

内 容 申請人が外国のどこに住所（生活の本拠）を有しているか、又は有し

ていたかを証明するもの。

使用目的 （1）恩給及び年金受給手続。

(.2）不動産登記手続。

（3）在外子女の本邦学校受験手続等。

条 件 （1）申請人は日本国籍を有している者に限る（注1)。

（2）原則として本邦に住民登録がないこと（注2)。

（3）申請人が現地に既に3ケ月以上、または3ケ月以上の滞在が見込

まれていること。

（4）申請人本人が公館に出頭して申請及び受領すること （注3)。

必要書類 （1）本人及び国籍を立証する公文書（注4） ロ

（2）本人の滞在期間を確認できる文書（注5）

（3）住所を立証できる文書（注6） ｡

◎

形 式 日本文により証明

（1）形式1現在の居住の事実を証明する場合b

（2）形式2過去の居住の事実、 日本国籍者の同居家族も含め証明

する場合◎

注意事.項 (注1）外国籍者は取り扱わないが、元日本人については、要件を満た

せば｢居住証明｣(30号うで対応可能、居住証明を参照。

(注2)本邦に住民登録を置いたまま外国に住所を定めている者につい

ては､･住民票の写しで代えられないかを提出先に確認させ､代えら

れないことが認められる場合は、申請を受理することができる。

(注3)本人が公館へ出頭できないやむを得ない事情があると認められ

るときは、出頭できる代理人を通じて申請できる。

ただし、代理申請依頼状又は、委任状を提出させること。

(注4） 日本国旅券、又は戸籍謄(抄）本及び本邦の有効な運転免許証

や現地官憲当局発行の写真付身分証明書等。

(注5）旅券上の出入国印、公共料金の請求書や領収書、賃貸契約書、

不動産売買契約書、登記簿謄本等｡

(注6）現地官憲当局発行の身分証明書（居住証明書､外国人身分証明

書、外国人登録証、運転免許証、労働・就労許可証、納税証明書等

で申請人の住所及び氏名の記載があるもの）や公共料金の請求書

や領収書、銀行のステートメント。

公用旅券所持者で申請人の身分及び住所を公務等により熟知

しているときは上記住所立証文書は省略可能。

なお､在留届や日本人会名簿等は補足資料であるので、これら

のみに基づき証明書を発給することはできない。



在留証明

【1 概説】

(1)証明の内容

ア在留証明書（以下「証明書」という。 ）を必要とする日本国籍者（以

下「当事者」という。 ）が現在，外国のどこに住所（生活の本拠）を有

しているか（現住所の証明を行う。形式1） ， 当該国のどこに住所を有

していたか（現住所の証明と同時に過去の住所証明を行う。形式2） ，

又は同居している家族（現住所の証明と同時に同居家族の証明を行う。

形式2）を証明するもの。

イ証明書はすべて本邦関係機関あて提出することを目的としているた

め,日本文で発給する。

（注1） 証明書の提出先は官公署に限らない。

（注2） 本邦における住所地の証明は行わない。

（注3） 証明書の発給対象者は，原則として自公館の管轄区域内に居住する

在留邦人である。 （詳細は，後記2（以下｢後記」省略)発給条件（5）

参照）

（注4） 同居家族の証明は，例えば本邦大学受験書類の一つとして，受験者

本人が親権者と同居していることが求められている等の場合に発給さ

れるもの。 （詳細については， 2．発給条件形式2(2)参照）

なお，同居家族は日本国籍を有している者に限られる。

○

○ (2)使用目的

証明書は本邦関係機関においてさまざまな用途で使用されている。主な

使用目的は以下の通り。ただし，証明書の申請が公序良俗に反する等，不当

な目的によることが明らかな場合には証明しない。

ア恩給，年金受給手続

イ不動産登記手続

ウ在外子女の本邦学校受験手続

、

(3)手数料

証明書1通毎に「領事官の徴収する手数料に閏する政令」第1項第20

号の領事手数料を徴収する。

ただし，次の恩給又は年金の受給のための使用目的（年金受給請求，現況

届等の生存確認，合算対象期間（いわゆるカラ期間） ，年金等の振込先銀行

の変更，受取人の住所変更，受取先の変更，年金証書再交付申請及び未払

年金受給申請等の説明資料として提出する場合等)に該当する場合には領事

1



手数料を徴収しない。

領事手数料免除対象の恩給・年金等

ア恩給“ ． . 。 . 。 ・ ・ ・ ・総務大臣裁定

イ執行官年金。 。 。 ・ ・ 。 。 （同上）

ウ国会議員互助年金・ ・ ・ ・ （同上）

（注)イ及びウについては，現在は制度が廃止されており，従前からの受給
者のみ。平成2フ年B月現在受給権を有する海外居住者はいない。

工戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金。 . ”厚生労働大臣裁定
オ国民年金・ ・ ・ ・ 。 ． ・ ・同上

力厚生年金・ ･ ･ ･ ． ・ ・ ・厚生労働大臣

国家公務員共済組合連合会

各地方公務員共済組合

全国市町村職員共済組合連合会

日本私立学校振興・共済事業団裁定

キ労働者災害補償保険年金・ ・ ・ ・労働基準監督署長裁定
ク文化功労者年金・ ・ ・ ・ 。 ・ ・ ・文部科学大臣裁定

（注)生存確認は文部科学省が独自に行っており,在留証明を要求されること
はない。

○

なお，国民年金基金 旦企業年金 (_[O○厚生年金基金』_を含む）につい

ては，公的年金制度の＝部となっているが，加入は任意であり国庫負担が
ないことから,_手数料免除の対象とならない。

○ (注1）総務大臣裁定の恩給について，国外に居住する受給権者は》毎年
2月頃に在留証明と共に受給権調査申立書を提出することとなって
いる。

また,恩給給与細則(昭和二十八年九月二十九日総理府令第六十七
号）の第五条及び第十三条で在留証明（条文では所管領事官の現住証
明）を指定しているため，現地公証人による居住している旨の私署証

’ 書をもって在留証明に代えることはできない。

(参考1）

第五条

国外居住者の恩給請求

規則第六条又は第十三条ノ三の規定により扶助料請
求書又は傷病者遺族特別年金請求書を直接に裁定庁に差し

出すべき場合においては，国外に居住する者は，所管領事
官の現住証明を受け， これを総務省に差し出すことを要す
る。
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(参考2）国外に居住する受給者の受領代理人

第十三条 国外に居住する受給者が，国内においてその者に代わっ

て恩給の支給を受ける者（以下「受領代理人」という。 ）

を指名し，又はその受領代理人を変更しようとするときは，

恩給証書記号番号，受領代理人の氏名及び住所並びに当該

受領代理人により支給を受ける期間（一回の委任につき五

年を限度とする。 ）その他必要な事項を記載した委任届に

所管領事官の作成した現住証明書を添付して， これを総務

省に差し出すことを要する。

2受領代理人により恩給の支給を受けることをやめよ

うとするときは，その旨を記載した届書を総務省に差し出

すことを要する。○

(注2）厚生労働大臣が裁定した年金（老齢基礎年金，障害基礎年金，遺族

基礎年金，老齢厚生年金，障害厚生年金，遣族厚生年金等）の受給権

者は，毎年誕生月に日本年金機構から生存確認のための現況届が送付

されるため，誕生月の末日までに，誕生月末日から前6ケ月以内に交

付された在留証明書を添付し， 日本年金機構へ提出することとなって

いる。

ただし， 日本年金機構においては，入院中の者や遠隔地に居住して

いる者等，やむを得ない事情により現況届に在留証明書の添付ができ

ない者に対しては，誕生月以降に交付された在留証明書も認める取扱

いをしている。

その際，現況届自体の提出は，誕生月の末日までに行う必要がある

ことから、やむを得ず在留証明書を後日送付する場合は， その旨を記

載した文書を現況届に同封し，誕生月の末日までに日本年金機構に送

付するよう指導すること。

なお，詳しい内容については， 日本年金機構「ねんきんダイヤル」

（電話番号十81-3-6700-1165）ヘ照会するように指導する。

○

【2 発給条件】

形式1，形式2共通事項

(1) 現に日本国籍を有する者であること。 （元日本人については，要件を満

たせば「居住証明」 (So号証明）での対応が可能。 ）

(2) 公文書，その他それらに準ずる書類により外国の住所を立証できること。

(S．必要書類(3)参照）
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(3) 原則として，本邦に住民登録がないこと。

（注1） 本邦に住民登録をしているか否かについては口頭で確認することで

よい。

（注2） 本邦に住民登録を置いたまま外国に住所を定めている者については，

住民票の写しで代えられないかを提出先に確認させ，代えられないと

する場合は， 申請を受理することができる。

(4) 当事者が現地に既に3ケ月以上滞在していること，又は3ケ月以上の滞

在が見込まれていること。

（注1) ｢3ヶ月以上」はあくまでも目安であり，滞在期間が3ヶ月に達し

ていなくても，生活の本拠を当該地に定めたと認められ，かつ，今後

sヶ月以上滞在することが認定できる場合は取り扱うことができる。

（注2） なお，在留届が提出されていない場合は，その場で提出させるよう

指導する。

○

(5) 証明書の発給対象者は，原則， 自公館の管轄区域内に居住する在留邦人

であること。ただし， 同一国内であっても他公館の管轄区域内に居住する

者や他国に居住する者が，本来申請に赴くべき公館よりも地理的に近く，

申請が容易である等の理由（例えば，スイス国境付近のフランス在住者が

スイス所在の在ジュネーブ領事事務所で申請するケース）で申請越した場

合は， （当該者の住所地を領事管轄していない）当該公館で発行する証明

書が本邦提出先機関において受理されることが確認されていること及び

現住所を立証する書類の真偽が確認できる場合に限り受け付けることと

する。○

(6) 当事者が公館に出頭して申請及び受領すること。

（注1） 当事者がやむを得ない事情により公館に出頭できないときは， 当事

者よりの委任状（末尾参照）をもって，代理人よる代理申請及び受領
ができる。

また， 当事者が郵送で申請し，当事者本人もしくは代理人が公館に

出向き受領することができる。 ．

（注2） 当事者が未成年の場合で，使用目的が当事者の利益のためであると

きは，法定代理人である親権者が代理申請することができる。この場

合， 当事者からの委任状は必要としない。なお，使用目的が不動産登

記であるときは，法定代理人に限り代理申請できる。

（注3） 手数料が免除となる年金受給に係る証明書申請については， 申請を

．受ける在外公館において，過去に同目的で証明書を発給している事実

及び当該公館保管の在留届の記載内容を基に申請者の入定事項等を
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確認することが可能な場合，郵便での申請及び受領ができる。
この場合，生存に疑義のある高齢者については必要に応じ電話等に
より申請者の本人確認を行うこと。

形式2
－

(1)過去の住所

ア・過去の住所の証明は,原則として自公館管轄区域内において転居した場
合とする。

イただし，同一国内に大使館総領事館等が複数所在する場合で， 自公館
以外の管轄区域の住所であっても，申請人が提出する以下S (3)の文書
により住所及び居住期間を確認できるときは，証明しても差し支えない。
ウなお，兼轄国ではない他国の過去の住所についての証明は， （上記，形
式1 ，形式2共通事項（5）ただし書の場合であっても）提出先機関が当
該証明を必要とする事情を聴取の上，真にやむを得ない特別の理由がある
と判断されるときは‘，その理由を付して発給の可否につき本省経伺する。

○

(2)同居家族（日本国籍を有している者に限られる）

同居家族の住所確認については， ・外国人登録制度のない国はもとより，
公文書，その他それらに準ずる書類により住所を立証することが困難な場
合がある。【2発給条件】形式1 ，形式2共通事項を満たさない場合は，
提出されている在留届の同居家族欄に記載があること，及び申出書を受理
した上で，以下の同居していることが分かる疎明資料（以下， （ｲ)～(ﾊ)の
うち，複数を提示させること）を提出させる。

ア滞在許可証や査証等でその国に滞在していることを確認できるもの。
イ同居家族宛の郵便物（差出人不問） .で宛名及び住所を確認できるもの。
ウ学校， 日本人会，商工会等の住所簿等で氏名及び住所を確認できる
もの。

○

【3 必要書類】

厚…

在留証明発給申請にかかる疎明資料としての公文書等は原本の提示とする
（委任状を除き，原本の提出を求めることはしない） 。ただし，やむを得ない
事情により， 申請時には写し（コピー）の提示しかできないとする場合で，特
段の疑義がない場合は，後日，原本の提示を行う旨の確約を取付の上， 申請を
受理することができる。

髭式1 ， 遊式2共通事項
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(1) 有効な日本国旅券

または，戸籍謄（抄）本（原則として発行後3ヶ月以内のもの）

及び本邦の有効な運転免許証や現地官憲当局発行の写真付身分証明

書等。

日本国籍を喪失していないことを確認するために，要すれば滞在資

格を証する書類。

(注） 日本国旅券のみ所持している場合，証明書上氏名の表記は当事者の

申請のままとし，本籍地の都道府県名は同旅券で確認する。ただし本

籍地番まで記載を希望する場合には，戸籍膳（抄）本等の公文書の提

示を求めるb

○ 当事者の滞在期間を確認できる文書（以下のいずれか1つで可）

旅券に押印された出入国スタンプ

水道，電気，ガス等の公共料金の請求書（又は領収書）

賃貸契約書不動産（家屋）売買契約書登記簿謄本

ホテル等の宿泊施設より発行された請求書等

ｊ
ア
イ
ウ

２く

工

(3) 住所を立証できる文書

住所を立証できる文書は，以下のアーウのいずれか一つを原則とする。

ただし，住民登録制度がない国や当事者の個々の事情（例えば，ルームシ

ェアやホームステイ等の滞在形態の場合は， 当該当事者の氏名と現住所が

根拠文書上で確認できない， あるいはそもそも根拠文書がない）により，

住所を立証できる文書の提出が困難又は不可能な場合は， 当該国又は当事

者の事情を考盧の上， 申出書を含め提出可能な書類を提出させた上で，個

別毎に発給の可否について判断する。

ア現地官憲当局発行の公文書（例：居住証明書外国人身分証明書，外

国人登録証運転免許証，労働・就労許可証，納税証明書等で当事者の

氏名及び住所の記載があるもの。 .）

イ水道、電気、ガス等の公共料金の請求書（又は領収書）は公文書に準

ずる文書として取り扱うことができる。

ウ銀行のステートメント‘固定電話又は携帯電話の請求書（又は領収

書）で当事者の氏名及び住所の記載があるもの。ただし,銀行口座開設

時又は電話契約時に先方が住所確認を厳密に行っていることを条件と

する。

（注1） 在留邦人が所属している企業が作成した社員名簿や日本人会， 日本

人商工会， 日本人学校（補習枝含む。 ）等が作成した会員名簿（児童

名簿）に記載された住所のみに基づき証明書を発給することはできな

○

い。

(注2） 公用旅券所持者で当事者の身分、住所を職務上知り得ているときは，
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上記住所立証文書の提出は省略することができる。

(4) 領事手数料免除の対象であることを証する文書

総務省より送付される恩給受給権調査申立書，案内書及び日本年金機

構又は各共済組合（連合会）より送付される現況届，年金証書，案内書等。

ただし，同一公館で過去に当該申請者に対し，在留証明書を発給した事案

で手数料免除が適切であったことが明らかな場合は,現況届等の提示を求め

ることなく受理して差し支えない。

手数料免除の対象となる年金等にかかわる疎明資料を持参しなかった者

からの申請については， 「在留証明願」の提出理由及び提出先の記入内容及

び聞き取りによって手数料免除の対象となり得る年金に該当するものであ

ると判断できる場合には，事後に関係資料をFAX等で送付する旨誓約させた

上で， 申請を受理（手数料免除） して差し支えない。

L

○

(注)初めて年金を請求する場合， 自ら年金請求書を本邦の年金事務所，又は日

本年金機構のホームページより入手し請求する必要があるため，疎明資料と

なる現況届等を持参しない場合が多いので， 申請者に確認する。

U

(5) 代理申請の場合， 当事者よりの委任状の提出と有効旅券の提示及び

代理人の入定を証明する書類の提示。 （委任状見本は，末尾参照）
、

形式2 同居家族（日本国籍を有している者に限られる）

(1) 申出書

(2) 同居していることが分かる以下の疎明資料（以下， （ｲ)～(ﾊ)のうち，複

数を提示させること）を求める。

ア滞在許可証や査証等でその国に滞在していることを確認できるもの。

イ同居家族宛の郵便物〈差出人不問）で宛名及び住所を確認できるもの。

ウ学校,日本人会,商工会等の住所簿等で氏名及び住所を確認できるもの。

○

【4作成要領】

(1) 公館において， 「在留証明願」の電子データに不動文字を挿入し，記入

軽減を図ることが望ましい。また， 申請目的別にセットパターン（例えば

恩給又は公的年金専用の不動文字・斜線等の入った在留証明願）を用意し

ておくことが望ましい。

例：ア公館名（在○○○○日本国総領事）及び公館長名はあらかじめ

不動文字を入れておく。

イ当事者が自ら窓口に来訪した場合は， 「代理人氏名（※1） 」

7



欄及び「申請者との関係（※1） 」欄は記入不要であるので， あ
らかじめ斜線を引いておく。

申請理由が恩給及び公的年金受給手続である場合は， 「申請者
の本籍地（※2） 」欄， 「上記の場所に住所（又は居所）を定め
た年／月（※2） 」欄は記入不要であるので， あらかじめ斜線を
引いておく。

「 （手数料： ） 」欄にもあらかじめ領事手数料を不動文

字で入れておく。なお，恩給及び年金受給目的の場合は，同（手
数料）欄に「免除」と記載しておく。

ウ

工

(2) 当事者に証明書の申請理由及び提出先を尋ね，証明形式（形式1又は形

式2）を決定し， 当事者に必要事項を記入させる。※印のある欄は記入を

省略することができる。代理申請の場合は，代理人が委任状に記載されて
いる者であることを旅券等の公文書で確認する。

○

ｊ
ア
・
イ

３く 記入済の「在留証明願」をもとにして，以下のことを確認する。

当事者の国籍が確認できる文書の提示を求める。

必要書類の提示を求め‘ 当事者（代理申請の場合は代理人）が記入し

た事項を提示された根拠文書により照合し，齪館がないか確認する。

(4) 公館側の証明部分に証明番号及び発給年月日を記入する。

（注） 証明番号は証明書発給受付台帳（領事局HPからダウンロード) (保
存期間10年）にて確認する。 ．

○ (5) 全ての記入が完了した後， その写しをとり， 同写しに角型館長印を押印
する。

（注1） 形式2を発給した場合は，左肩をホチキスで留め，綴じ目に角型館
長印を割り印する。

（注2） 証明書発給後に加筆等を加えることができないよう，角型館長印は
写しに押印する。

(6) 在留証明願の原本，必要書類の写し及び完成した証明書の写しの保存期
間は3年とする。 ．

(7) （当事者一人につき）複数の証明を発給する場合，手数料領収証は取り
まとめて1枚発給すればよい。

（注） 手数料領収証が僅少となった場合は，在外公館課（購送班）にりん
請する。
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公

【5記入上の注意】

(1) 本籍地欄は証明の対象とはなっていないので， 当事者の記入通りとする

（前記【3必要書類】 （1）(注1)参照） 。ただし，都道府県名は有効な日

本国旅券等で確認する。

市区郡以下について記入しない場合は斜線を引く。

なお， 当事者が戸籍謄（抄）本等の本籍地が確認できる書類を所持して

いる場合は，都道府県のみならず地番まで記入することが望ましい。

ただし， 当事者が地番までの記入を希望しない場合はその限りでない。

ジ

(2) 申請理由及び提出先は，発行された証明書が他の目的に使用（悪用又は

流用等）されることを抑止する観点からも，必ず記入させる。

（例：不動産登記手続のため， さいたま地方法務局川越支局に提出）

○

(3) 現住所欄（日本語）に記載する国名は，国名一覧表別紙参照）による。

あらかじめ不動文字を記入しておくことが望ましい。

(4) 郵便局の私書箱(P.0.Box)や軍事基地の所在地を示す記号は，原則，

現住所とはみなさない。

なお， 当該国の郵便事情の関係上，私書箱表記が一般的である中東等に

在留している， あるいは軍人の配偶者として基地内で生活している当事者

から申請があった場合等特別な事情があると認められる場合はこの限り

でない。ただし，私書箱等の住所表記が本邦提出先で受理されるかどうか

は提出先の判断であるので，提出先の意向を確認するよう助言する。

○
(5) 書き損じの際の訂正は， 当事者（又は代理人）が二重線にて抹消し，余

白部分に追記するとともに，訂正箇所に栂印を押印する。ただし， 申請者

氏名の訂正の場合は，書き直しとする。

(6) 管内における過去の住所については， フォーマット上は最大5つまで記

入できる仕様になっているが，個々の事情に応じて適宜電子データを修正

の上，枠を増減する。

(7) 申請者が住所(又は居所)を定めた「日」までの記載を求め，かつ，右を

疎明資料等で確認出来る場合には，書式の記載欄に「日」を追記した様式

（記入例(形式1）一②参照）を作成の上，発給する。

9



委任状見本

委任状
、

在ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ大使殿

外務一郎

昭和57年4月4日

○○○○○・ ・ ・ , Wel l ingtonl, NewZealand

代理人氏 名

生年月日

住 所

○ 私は，下記の理由から在留証明申請手続を行うこ･とができません

ので，上記の者を代理人として，在留証明を申請する権限を委任し

ます。

1

理由：交通事故により足を骨折しており，入院しているため

（診断書を添付します。 ）

2 なお、現住所を立証する文書を委任状に添付するとともに．私名

義の現に有効な旅券（原本）を代理人を通じ提示します。

平成18年4月1日

霞ヶ関太郎

昭和43年3月22日

○○○○○・ ・ ・ , Wellington4,NewZealand

委任者氏 名

生年月日

住 所

○

委任者署名



申出書見本

○

○

申出 重量
Eヨ

在ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ大使殿

■■■■■

万で

"、

学

平成○○年○○月○○日

当事者氏名：霞ヶ関

署名 ■
●

■■■■■■■郎

私は，下記の同居家族を通じて‘私名義の現に有効な旅券（原本）の提

P 及び住所立証書類を提示の上，在留証明形式2の申請を行いたく， 申

し出ます。

同居家族氏名：霞ヶ関二郎

住 所
。
０ 可

● ○○○○○・ ・ ・ , Wel l ington4 , NewZealand

注意

1 ． 「同居家族」に該当する者は， 日本国籍者であり，在留届の「氏名」

2

欄又は「同居家族」欄に記載されている者です。

申出書の署名欄は，必ず当事者が自分で書いてください。



(1)証明形式雛形(形式1）

形式1

在留証明願
令和 年 月 日I

在○○○○日本国総領事殿
b

甲謂有、

本籍地

私(申請者)が現在､下記の住所に在住していることを証明してください。

百一

日画一F

ゴ本誰

型誰

の場所に住
帝めか生匡

又は厚

(※1）本人申請の場合は記入不要です。

(※2）申請理由が恩給､年金受給手続きのとき､及び提出先が同欄の記載を必要としないときは記入を省略することが
できます。

在留証明
証第 号

上記申請者の在留の事実を証明します。

令和 年 月 日

I~~･~･~･~.~.~｡｡.･･卿｡‘･･‘･･'.．~････~.~･‘･･‘.．,‘･･ﾛ。＝~.ー.･,了
1 0
1 1
n U
Q 】

在Cooo日本国総領事鯖； 公 i
I I
D I

総領事 外務太|郎 印 I
U D
ロ ロ
8 00

0 1
【 ロ
＄ ロ
1戸＝－－－－間“－－－－－－■■一画ロー一山－．ﾛﾛ,■ﾛーユ

(手数料： ）

,

申請者氏名

証明書を

使う人

生年

月日 割
明・大

_昭・平。
年 月 日

代理人氏名
(.※1）

申請者との関係
(※1）

|鱸｝ ● ●

(市区郡以下を記入してください。※2）

提出理由 提出先



(2)証明形式雛形(形式2〉

形式2

在 留 証明願
令和 年 月 日

在○○○○日本国総領事殿

弔謂有0

大錘將h

私(申請者)が現在､下記の住所に在住していること､及び別紙の事実を証明してください。

■■■■

の場所に住
宗納押犀E

(※1）本人申請の場合は記入不要です。 、

(※2）申請理由が恩給､年金受給手続きのとき､及び提出先が同欄の記載を必要としないときは記入を省略することが
できます。

在留 証明
証第 号

上記申請者の在留の事実及び別紙の事実を証明します。

年 月令和 日

在○○○○日本国総領事館

総領事 外務

（手数料： ． ． ）

0ー'■ローｰ'■■q■■q■ローd■■q■■'■■~oﾛ･一q■■q■■0ロローーロ■ロー再一一弓

0 0
D U
E B
E ・ 0
0 8
U Q
O O

公 II
O
U I
O I
8 0

太|郎 印 i
I I
I I
I O O
l I
】 1
8 I
●ｰｰ--4■■q■■I■■ー｡■■ｰｰー｡■■-4■■I■■一一.■■ｰｰI■■'■■q■■~

(1／2）

申請者氏名

証明書を

使う人

（

年
日

生
↑
月

P

昭 J
明・大

・平｡
年 月 日

代理人氏名
(※1）

申請者との関係
(※､1） 〃

|淵 (市区郡以下を記入してください。※2）

提出理由 提出先

現
住
所●

日本語

●一一■'－1■■l■■■一－言壹言己一ﾛ■■■■■■■一一一寺二二－－ 1■■ーl■■■ﾛ■一一二一含二ごー＝ｰーｰーI■■一一ﾃﾆｰ4■■ーーI■■I■■ロー言ご呈山I■■l■■■■|■■I■■－－ｰ~!■■一一I■■I■■■■'■■ーｰ－1■■I■■'■■'■■l■■■■－－

外国語

(令和・平成・昭和） 年 月



過去の住所

○
L一一

同居家族

○

(2／2）

1 年 月から 年 月まで

2 年 月から 年 月まで

3 年 月から 年 月まで

4 年 月から 年 月まで

5 年 月から 年 月まで

1

氏
名

本
籍
地

p 向

道
県

■
■
都
府

b 弓

生年月日

P

昭

明。大

割・平｡
年 月 日

2

氏
名

本
籍
地

Ｑ
口
道
県

二
■
都
府

ｐ
』

生年月日
‐ 明・大

剖昭・平。
年 月 日

3

氏
名

本
籍
地 |言:臺

口

生年月日

顔

昭

明・大

割・平。
年 月 日

4

氏
名

本
籍
地

『
口
道
県

■
■
都
府

ｐ
・
■

生年月日
” 明・大

剖_昭。平．
年 月 日

5

氏
名

本
籍
地

P ロ

道
県

■
■
都
府

■ 己

生年月日
_昭

明・大

剖・平。
年 月 日



記入例（形式1）一①：本人出頭の際の申請
形式1

在留証明願
令和元年 ラ月 1 日

在ニューヨーク日本国総領事殿

甲謂君C

本籍地

私(申請者)が現在､下記の住所に在住していることを証明してください。

■■■■■■

'玉1託'玉1託

の場
龍溌

又は尼

本人申請の場合は記入不要です。

申請理由が恩給､年金受給手続きのとき､及び提出先が同欄の記載を必要としないときは記入を省略することが
できます。

(※1 ）

(※2）

在留 証明
証第(公館別記号)19-12345号

上記申請者の在留の事実を証明します。

令和元年 5月 1日

在ニューヨーク曰本国総領事館

総領事 外務

｡■ﾛ●－1■■-4■■1■■－ー■■■ｰ~－－1■■q■■l■■ｰ4■■ー-面q■■1■■I■■q■■●

8 ，
8 E
Q I
I I
O I
I I
I O

公 1
8

】
O p
E 8
1 I

太'郎 印 ｜
Ⅱ I
I O
U O
B 1
， 1
8 8
E■､‘■■,■D,■■‘■｡,ロﾛ－－－－－，■ﾛ,■ローI■■,■■－－－－－‘－，－－→

(手数料： 米貨11ドル ）

申請者氏名

証明書を

使う人

証明花子
生年

月日 壷¥割坊年=Rzz&
代理人氏名
(※1）

申請者との関係
(※1）

東京 ｝ 千代田区霞が関Z丁目Z番地刀(市区郡以下を記入してください。 ※2）

提出理由 不動産登記手続 提出先 東京法務局



記入例（形式1）－②：本人出頭の際の申請（日付まで必要な場合）

形式1

在留証明願
令和元年 墨月 1 日

在ニューヨーク日本国総領事殿

L／‐、》

私(申請者)が現在､下記の住所に在住していることを証明してください。

聿詐１

計罵言
_ノ 上記の場所に住所(又は居所)を

定めた年月日（※2）

日本語： ア〆IM合衆国ニュロ

卓I■■1■■!■■■■■－－~ｰーI■■■■■ーl■■ー再I■■I■■－1■■'■■I■■‐ｰー■■I■■1■■■■1■■一戸－1■■■■I■■■l■■■ｰｰ■ｰI■■■■I■■－－ーｰ＝l■■'■■ーー~ｰ~ー■■I■■'■■■

Z"Pal･kAvenu外国

誼叩

ヨーケ州ﾆｭｰﾖｰｸ市パーグ通LIZ99

■ーｰｰ面'■■'■■ー一ー■l■ｰI■■■■'■■I■■~ー

e,NewYofok,NY10171,U.S.A.

、

(令和⑳．昭和)お年4月1日

本人申請の場合は記入不要です。

申請理由が恩給､年金受給手続きのとき､及び提出先が同欄の記載を必要としないときは記入を省略することが
できます。

(※1）

(※2）

在留証明
証第(公館別記号)19-12345号

上記申請者の在留の事実を証明します。

令和元年 5月 1日

在ニューヨーク日本国総領事館

総領事 外務

g'■■ーI■■ーｰー'■■ー■■I■■'■■－－ーｰ‘■■I■■ー'■■‐宮一'■■■■~

I 8
m 1

＄ ． IB
E I
R O
l 』

公 l
U

I
O U
l g
U 8

太郷 印 ｜
ロ 1

1 8
1 、
9 8
8 E
U I
gl■■d■■－ｰd■■－ー‘■■'■■一d■■－－－'■■ﾛ■■■■■■■一再一一'■■q■■→

(手数料： 米貨11ドル ）

申請者氏名

証明書を

使う人

証明花子
生年

月日（ざ劉弱年川z□
代理人氏名
．（※1）

申請者との関係
(※1）

東京 1 千代田区霞が関Z丁目Z番地万(市区郡以下を記入してください。 ※2）

提出理由 不動産登記手続 提出先

■

東京法務局



記入例（形式1)－③：代理人による申請

形式1

在留証明願
令和元年 畠月 1 日

在ニューヨーク日本国総領事殿

私(申請者)が現在､下記の住所に在住していることを証明してください。

聿昼盾

ノ

定めた年月日（※2）
上記の場所に住所(又は居所)を

日本語： ア〆WD合衆国ﾆｭｰﾖ

夕－1■■ー‘■■'■■－－‘■■－1■■■l■■■トーーー■■I■■■■■－1■■ーｰ■■■I■■ｰｰｰーｰｰー‘■■I■■I■■'■■'■■ー~'■■ー'■■I■■ーー一‐■■'■■■■ーI■■ー~‐I■■■■I■■1■■一一

外国語: ZWpaFI<Avenue

ｰｸ州ﾆｭｰﾖｰﾜ市パーク通LIZ99

●ﾛ■‐■■'■■l■■ー~ｰー'■■I■■－1■■~ｰ－

,NewVork,NY10IW,U.SA

(令和・⑳ ･昭和) Z5年4月

本人申請の場合は記入不要です。

申請理由が恩給､年金受給手続きのとき､及び提出先が同欄の記載を必要としないときは記入を省略することが
できます。

(※1）

(※2）

在留 証明
証第(公館別国記号)19-12345号

上記申請者の在留の事実を証明します。

令和元年 5月 1日

在ニューヨーク曰本国総領事館

総領事 外務

『
０
１
１
１
ｌ
８
８
０
Ｅ
Ｉ
Ｉ
Ｏ
１
１
０
１
０
０
ｔ
５
１
０
凸

一
｝

一

一
二
一
碗
｝
一
一
一
一
ロ
園
一
一
『
一
卓
公
・
印
一

一ロー

写
ロ
ロ
一
戸
一
一
一
一
一
一
一
一
坤
一
一
戸
”
恥
血
腫
．
一

一
｛

一

息
｝

『

酉

Ｉ
Ｉ
０
１
１
Ｉ
Ｏ
Ｉ
Ｈ
Ｉ
Ｏ
Ｏ
Ｉ
Ｉ
Ｅ
１
８
８
１
Ｉ
Ⅱ
ｌ
ｌ

太

(手数料： 米貨11ドル ）

申請者氏名

証明書を

使う人
証明花子

生年

月日（

戸

曇

明’大

平 』 弱年室月ZZ 日
代理人氏名
(※1） 証明次郎

申請者との関係
(※1） 父

東京 1
．道

・県
千代田区霞が関Z丁目Z番地万
(市区郡以下を記入してください。 ※2）

提出理由 不動産鋳己手続 提出先 東京法務局



記入例（形式1）－④：国民年金(または厚生年金､恩給他)請求のための申請

形式1

在留証明願
令和元年 皇月 1 日

在ニューヨーク曰本国総領事殿

半

私(申請者)が現在､下記の住所に在住していることを証明してください。

ギ罪

ヨ添詳

玉I等

の場所に住
宗納?-狂匡

叉は厚

本人申請の場合は記入不要です。

申請理由が恩給､年金受給手続きのとき､及び提出先が同欄の記載を必要としないときは記入を省略することが
できます。

(※1）

(※2）

在留証明
証第(公館別記号)19-12345号

上記申請者の在留の事実を証明します。

令和元年 5月 1日

在ニューヨーク日本国総領事館

総領事 外務

0■■－－1■■‘■■'■■'■■■■一再一一一‘■■'■ロー■■~ｰ■ロー‘■■'■､‘■口司

I I
I I

I ! I
，

8 0
8 9

公 18
8
I U

I O
I I

太1郎 印 ：
』

『
ロ I

I I
l l
I O
I I

1-...-......-..,....0.-.---.-----.‘.---.-.』

(手数料： 免除 ）

申請者氏名

証明書を

使う人

証明花子
生年

月日（
弱年丞月ZZ日

代理人氏名
(※1）

申請者との関係
(※1）

一

（

提出理由 年金受給手続 提出先 日本年金機構



記入例（形式2）一①:過去の住所証明
形式2

在 留 証明願
令和元年 墨月 1 日

在ニューヨーク日本国総領事殿

聿請省C

太錘朏

く

私(申請者)が現在､下記の住所に在住していること､及び別紙の事実を証明してください。

■■一＝

~‐同F

の塲
宗樹

本人申請の場合は記入不要です。

申請理由が恩給､年金受給手続きのとき､及び提出先が同欄の記載を必要としないときは記入を省略することが
できます。

(※1 ）

(※2）

在留証明
証第(公館別記号)19-12345号

上記申請者の在留の事実及び別紙の事実を証明します。

令和元年 5月 1日

在ニュ弓ヨーク日本国総領事館

総領事 外務

(手数料： 米貨11ドル ）

8－－~ーー!■ローー'■ロー再一＝ーー一一ーーー‘■｡ーｰ!■■'■ﾛ0■
B I
Q I
t I
I I
U D
I O
I Ⅱ

公 10
0

』 0
Z 8
0 『

太；郎 印 ’
0 Ⅱ
I 】
、 1
』 ロ
1 9

9-.-.....,.‘..-...-‘..‘.....‘.....｡.‘...‘.‐..,-...‘..-.-..‘.』

(1／2）

申請者氏名

証明書を

使う人

証明太郎
生年

月日 （

「 明・大

夢 平 』 坊年垂月ZZ 日
代理人氏名

(※1）

申請者との関係
(※1）

東京 I 千代田区霞が関Z丁目Z番地刀(市区郡以下を記入してください。※2）
一

提出理由 銀行口座開設 提出先 関東銀行

日本語 ●
■ ア〆I航合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市パーク通&lZ99

ｰ‘■■I■■--4■■I■■■■‐ｰｰI■■ーー■■■■lｰ－－ｰーI■■I■■■■1■■ー■■ーｰー‐I■■■■I■■I■■■■I■■1■■F－－‘■■I■■ｰ-1■■ー一ｰｰ■■ｰQ■■I■■I■■－－1■■~ｰーI■■■■■■■■ーーｰｰ■■I■■1■■■■{■■＝~~ーｰー1■■ー‘

外国語: ZWPafokAvenue,NewVolok,NVIOW1,U､S.A.

(令和．⑳ ･昭和) Z皇年 4月



過去の住所

○

同居家族

○

｜
ﾄ

(2／2）

1

、

ZOOg年9月からZO1夛年丞月まで ア〆1I力合衆国ニュージャージー州
ニューアーグ市ﾜｼﾝﾄﾝ避149

2 年月から 年月まで

3 年月から 年月まで
一

4 年月力

侭
Ｊ
〆

～

b 年月まで

1

氏
名

本
籍
地

P q

道
県

■
■
都
府

b 団

生年月日

P

昭

明・大

忍・平.
年 月

2

氏
名

本
籍
地

ｑ
Ｊ
道
県

■
■
都
府

Ｐ
ｂ

生年月日

戸

車

明・大

昭・平
月 日

3

氏
名

本
籍
地

p Q

都・道

府 骸
／

＝ツ
／明．大

J_昭・平。
年 月 日

4

氏
名

本
籍
地

ｑ
づ
道
県

■
■
都
府

Ｐ
ｂ

生年月日
‐ 明・大

剖昭・平。
峰
〉

月 日

5

／

氏
名

地

p q

道
県

■
■
都
府

■ 口

生年月日
〃 明･大

J_昭・平。
年 月 日



記入例.(形式2）－②：同居家族についての証明

形式2

在留証明願
令和元年 墨月 1 日

在ニューヨーク日本国総領事殿

とｰ

私(申請者)が現在､下記の住所に在住していること､及び別紙の事実を証明してください。

弔罪

限
脆
卜
愉
上
は

日本語： ア〆W1合衆国ニューヨーク州ニューヨーケ市パーケ通&lZ99

■ －弓1■■一一‐虹ご全 = - - bー‐~ー~ｰG － ｰ■■ 1■■l■■■ﾛ■'■■1■■－－ｰｰｰー■■'■■一一'■■I■■I■■■■＝ｰ■■I■■一再一一■■'■■I■■ー‘■■1■■ーー'■■ー‘■■ーーｰｰ－1■■ー■■I■■ｰ'■■I■■－－－ｰーI■■I■

外国語: ZWPar･kAvenue,NewYoI｡k,NY10171,U.SA

上記の場所に住所(又は居所)を
定めた年月日（※2） (令和｡⑳ ･昭和) Z屋年4月

本人申請の場合は記入不要です。

申請理由が恩給､年金受給手続きのとき､及び提出先が同欄の記載を必要としないときは記入を省略することが
できます。

(※1）

(※2）

在留証明
証第(公館別記号)19-12345号

上記申請者の在留の事実及び別紙の事実を証明します。

令和元年 5月 1日

在ニューヨーク日本国総領事館

総領事 外務

（手数料： 米貨11ドル ）

0口｡'ロロ■､'■､ーー｡‘…ｰｰーIpp■■ー‘ーーーー'ﾛロー‘ー‘ロローロ･一0
; ;g
I E
E E
8 I
0 0
O I
O

公 II
I I
I O

I O
B I

太|郎 印 I』
U z

U 1
ロ 8
1 ロ

0 8
ロ U

Q－ ＝＝ﾆｰ合 二 一 言、

（1／2）

申請者氏名

証明書を

使う人

証明健太
生年

月日 （

「 明・大

』脇年'屍㈲ZOB通・平。

代理人氏名
(※1）

申請者との関係
(※1）

東京 |雛 I 千代田区霞が関Z丁目Z番地茸(市区郡以下を記入してください。※2〉

提出理由 大学の入学手続 提出先 外務大学



ハ

1
迄

過去の住所

○
｡

同居家族

○

(2／2）

1 年月から 年月まで

2 年月から 年月まで

3 年月から
〆／

4 年 月まで

Ｆ
Ｄ
／

月から 年月まで

1

氏
名

本
籍
地

証明 太■ 郎

東京
道
県

■
■
⑳
府

Ｐ
ｒ
』

生年月日 ~嘩皐勾羽年1Z月1ZB

2

氏
名

本
籍
地

証明花子

東京

p

⑳・道、
府 ■ 県

□

生年月日
・ 明・大
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月” 日
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地

証明康子
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q

⑳・道
府・県

ヒ ロ

生年月日
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明。大

剖｡④. Z年8月ZZB
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本
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地 |鴛:鬘I

生年月日 (昭鷺 割

5

ノ

氏
名

本
籍
稲 |鴛:潭 I

〆

生年月日

■

明・大

J{昭 平 ￥ ニ ロ
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4

身分上の事項に関する証明（21号）

＜戸籍記載事項証明＞

○

○

内 容 ある特定の事項が戸籍謄（抄）本に記載されていることを証明するもの

(注1） 。すべて外国官憲等あて。

使用目的 養子縁組，認知，兄弟姉妹関係，復籍のため姓が変わった経緯等の立証。

条 件 （1）本人が公館へ出頭して申請すること（注2） （注3）

（2）戸籍膳（抄）本の提示又は提出。

（3）日本人に限らず，元日本人等の外国人も申請できる。

ロ

必要書類 （1）本人を確認できる公文書（注4） ◎

（2）戸籍謄（抄）本（6か月以内のできるだけ新しいもの） ｡

形 式 すべて，一定書式による外国文の証明。

注意事項 (注1）戸籍膳（抄）本は，本邦の公文書であるので，これを翻訳証明で

取扱うこともあるが，翻訳証明の場合は戸籍謄（抄）本の記載事項の逐

語訳であるのに対し， この記載事項証明は当該戸籍の記載事項から事件

本人に関係のない部分は省き，かつ，一定形式及び単純化した記載によ

り証明書を作成する点が異なる。ただし，事件本人についての記載は省

略しない。

(注2）本人が公館へ出頭できないやむを得ない事情があると認められる

ときは，代理人を通じて申請できる。ただし，代理申請依頼状僖簡で

も可）又は委任状を提出させること。

(注3）本人が未成年の場合,使用目的が本人の利益のためであるときは，

近親者，法定代理人又は両親である保護者が代理申請できる。本人の依

頼状等は不要。

(注4）例えば，旅券又は現地当局発行の写真付身分証明書。



身分上の事項に関する証明

く戸籍記載事項証明＞

_L』一説

(1)証明の内容

ある特定の身分上の事項が戸籍膳（抄）本に記載されていることを証明するもの。

すべて外国関係機関あてで，外国文で発給する。

（2）使用目的

養子縁組，認知，兄弟姉妹関係，復籍のため姓が変わった経緯等の立証に使用され

る。

（3）手数料

証明書1通毎に第21号の領事手数料を徴収。

（4）翻訳証明との違い

戸籍謄（抄）本は，本邦の公文書であるので， これを翻訳証明で取り扱うこともで

きるが，翻訳証明は戸籍謄（抄）本の記載事項の遂語(Wordforword)訳であるの

に対し， この記載事項証明は当該戸籍謄（抄）本の記載事項から当該使用目的に特に

関係のない部分は省き，かつ，一定形式及び単純化した記載により証明書を作成する

点が異なる。ただし，事件本人についての記載は省略しない。

○

2.-発_給条件

（1）本人が公館に出頭して申請すること。

（注1）本人が公館に出頭できないやむを得ない事情があると認められるときは，代

理人を通じて申請できる。ただし，代理申請依頼状（書簡でも可）又は委任状を提出

させること。

（注2）本人が未成年の場合，使用目的が本人の利益のためであるときは，近親者，

法定代理人又は両親である保護者が代理申請できる。本人の依頼状等は不要。

（2）戸籍謄（抄）本（6か月以内のできるだけ新しいもの）の掲示又は提出。

（3） 日本人に限らず,元日本人であった外国人も申請できる。

3．必要書類

（注）文書については,すべての原本の提出又は原本の提示及び写の提出を受ける(公

館において写を作成してもよい） 。

（1）本人を確認できる公文書（例えば，旅券，現地関係当局発行の写真付身分証明書）

（2）戸籍謄（抄）本

（3）代理申請の場合，代理申請依頼状（書簡でも可）又は委任状

○

_ﾕｰ堅作成要領

（1） 申請人に証明書の使用目的及び提出先等を記入した申請書を提出させ，申請人本人

のみについて証明する形式1か申請人の家族についても連記して同時に証明する形式

1



2かを決める。 ‘

（注）形式2の作成に当たっては， 1つの戸籍謄本を根拠としなければならず，家族

各人のめいめいの戸籍抄本をもって作成してはならない。

（2）必要書類を提出させる。

（3） 申請人が本人であるか否かを旅券等の公文書で確認する。代理申請の場合は，申請

人が依頼状又は委任状に記載されている本人であるか否かを旅券等の公文書で確認

する。

（4）本人の使用目的を確認し，提出先の要求項目を聴取の上，右を配慮し戸籍謄（抄）

本から本人又は本人と希望事項に関連する謄本記載の他の者の身分事項を抜粋のう

え，単純化して証明書に記入する。婚姻後離婚の記載がある場合等には注意を要す

る。

本証明書は共通項目（氏名，本籍，筆頭者，父母，続柄，生年月日，出生地）と

申請人又は申請人と謄本記載の他の者の身分事項欄記載の項目（婚姻，養子縁組，

認知等）全部からなる。

（注1）形式1の記載上の注意

①共通項目

Domicile体籍地) :

都道府県又は市まで記載する。

Fatherl(父）及びMother(母) :
イ．戸籍謄（抄）本の父又は母の欄が空欄であるときは, ｢notstated」と記載

する。

ロ．父又は母が外国人の場合は，父又は母の旅券等の掲示を求め，綴りを確認す

る。綴りの立証困難な場合は，申請人の富国公館による綴りについての証明（領

事レターでも可）又は，公証認証された氏名綴りについての宣誓書を求める。

ハ．戸籍謄（抄）本の父又は母の氏名の頭に「亡」とあるときは，証明書の該当

欄にはその氏名の後に(deceased)と記載する。

Relationship(続柄) :戸籍謄（抄）本に「男」又は「女」と記載されている場

合は, ｢son」又は「daughter」と記載する。

PlaceofBirth(出生地) :

イ．出生地が日本の場合，都道府県又は市まで記載する。

ロ．出生地が外国の場合，国名又は国名及び都市名のみ記載する。

ハ．戸籍謄（抄）本に記載された出生地が現在存在しない国又は地名である場合

は,過去の国名又は地名で表記する｡場合により理由を付して本省へ経伺する。

②申請人の身分事項欄記載の項目

く記載例＞

本人の国際結婚:MarriedtoEdwinWilli測珈ith,U. S. citizen, onDecember

E

○

○

2



18， 1991．

子の欄の父による託椥:RecognizedbyfatherMIZUMUeruashisownchildon

April l, 1986.

本人の欄の子の認知:RecognizedTANAKAReikoasadaugilteronFebruary2

9， 1986．

両親離婚による親権者の決定:ParentsweredivorcedandMtherNaeMwas

appointedasapersonexercisingparentalpoweronJune25,1987.

後見人の指定:Astherewasnopersontoexerciseparentalpowerguardianship

commencedandYAMADATarowasappointedasaguardianon……

婚姻前の氏に復帰:Resumesthesurnameassumedpriorto(又はbefore) the
●

marrlage.

本人による養子縁組:AdoptedKINOMITanekoasadaughteronAugust30,

1987．

本人帰化（帰化の際の国籍・従前の氏名) :NaturalizedonJulylO, 198

6 (NmemdNationalitypriortoNaturalizationinJapal :MariaBell, U.

S. citizen) .

本人が離婚後再婚しその夫が死亡したケース:Divocedfrm伽sband,MIZUTHUeru,

onSeptem]er22, 1969.KARITAMinoruonJune4, 1973. IIUSband,

MinorudiedonJanuary25,1975.

(注2）形式2の記載上の注意

①共通項目

イ． 2人目以下は，本籍地及び筆頭者氏名の記載を省略し，また各人の姓は記載

せず名前だけとする。

ロ．死亡，除籍等で戸籍の氏名欄が斜線で抹消されている者についても証明する

必要があるときは，証明した氏名の後に(crossedout)と記載する。この場合，

同人死亡又は婚姻により除籍等の記載があるときは，次のとおり記載する。

同人死亡DiedonApril 8, 1986.

婚姻により除籍Marriedto……On……;accordingly, namewasremoved

fromthisfamilyregister.

②申請人又は申請人と謄本記載の他の者の身分事項欄記載の項目

養子縁組の記載例
G

Nalne : ReiM

Father :MIZUTAUeru

MOther :TANAKAIneM

Relationship : Firstdaughter

AdoptiveFather :KennethDonaldBrown

○

○

3



AdoptiveMther :AliceLilyBrom

RelationShip:Adopteddaughter

DateofBirth:Mayl, 1967.

PlaceofBirth :SendaiCity

AdoptedbyKen肥thDonaldBrom, U. S. citizen, andhiswifeAliceLily

BrownonJanuaryl5, 1977.

（5）証明書の下段に根拠とした文書名，発給機関（発給者） ，発給年月日を記入する。

（注）戸籍謄（抄）本の発行者が市区町村長の職務代理者であるときは，発行者の前に

actingと記載する。なお，市長はMayOr,区町村長はHeadとする。

（6） 証明書にその他の必要事項（証明番号は証明発給台帳にて確認）を記入の上，担当

官（館長又は代理署名の指定を受け本省に報告済みの者）が署名し，その下に官職

氏名を記入して丸型館印を押す（青又は黒のスタンプインキ使用） 。

（7）完成した証明書の写をとる。

（8） 証明手数料は1通毎に第21号の手数料を徴収する。領収書は取りまとめて1枚を

発給すればよい。

（9）証明書発給台帳，申請書の在外公館記入欄に必要事項を記入する。

(10） 申請書，証明書の写及び戸籍謄（抄）本（写）は公館にて保存する。保存期間3

『

○

年。

○

4



(仏語）戸籍記載事項証明（21号）形式、 1
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○
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(仏語）戸籍記載事項証明（21号）形式、 2
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(西語）戸籍記載事項証明（21号）
ウ

N回

形式、 1
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(西語）戸籍記載事項証明（21号）形式、 2
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形式1Cert・No.
､，

I

CERnHCATE

YOYOGI

Moriko

TblWo

YOYOGI

Tbdashi

YOYOGI

TadaShi

YOYOGI

Miyoko

3rddaughter

March3,1956

Tokyo

Sumame:

Givenname:

Domicile:

HeadOfFamily(Sumame) :

(Givenname)

Father(Sumame) :

(Givenname) :

Mother(Sumame) :

(Givenname) :

Rel誠ionShip:

DateofBirth:

PlaceofBirth:

I

○

MrriedtoEdwmWilliamSm油ぅU.S・citizen,onDecemberl8, 1978.

ThisistocertifythatabovestatementhasbeenmadeonthebasisoftheOfficial

FamilyRegisteriSsuedbytheHeadofChiyodaWard,Tokyo,onApril8, 1991"
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AMACIEHaruaki

ConsUl-General

Consulate-General ofJapan

atSanFrancisco
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(Place) (Date)
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形式2Cert.No.

CERHFICATE

へ

SUrname: TANAKA

Givenname: Ineko

Domicile: SaitamaPretcture

HeadofFamily(Surname) : TANAKA

(Givenname) : IndKo

Father(Surname) : (Notstated)

(Givenname) : (NotStated)

Mother(Surname) : TANAKA

(Givenname) : Naeko

Relationship: Daughter

DateofBirth: . July4,1947
PIaceofBirth: Sameasabovedomicile

Divorcedfromhusband,MIZUTAUeru,onSeptember22, 1969.

MarriedtoKAmTAMinoruonJune4, 1973.

Husband,Minoru,diedonJanualy25, 1975.

○

Sumame: TANAKA

Givenname: Reiko

′ Father(Surname) : MIZUTA

(Givenname) : Ueru

Mother(Surname) : TANAKA

(Givenname) : Ineko

Relationship: Firstdaughter

AdoptiveFather: KennethDonaldBrown

AdoptiveMother: AliceLilyBrown

.Relationship: Adopteddaughter
D帥eofBirth: Mayl,1967

PIaCeofBirth: SendaiCity

AdoptedbyKennethDonaldBrown,U.S.citizen,andhiswifej

Januaryl5,1977.

wifA

○
lice LilyBrownon

ThisistocertifythatabovestatementhaSbeenmadeontilebasisoftheOfficial

,lyRegiSterissuedbytheHeadofArakawaVillage,ChichibuCounty,SaitamaFamilyRegiSterissuedbytheHeadofArakawaVillage,ChichibuCounty,SaitamaPrefec-

mre,onApril8, 1991.
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